
令和４年第６回岩国市議会定例会会期日程 

目 次 月  日 曜 開 議 備         考 

第 １ １１月２８日 月 本会議 開会 議案等上程 説明 質疑 委員会付託 

第 ２ １１月２９日 火       ＊一般質問通告受付  ８時３０分 

第 ３ １１月３０日 水  ＊一般質問通告締切  正午 

第 ４ １２月 １日 木   

第 ５ １２月 ２日 金   

第 ６ １２月 ３日 ○土  休 会 

第 ７ １２月 ４日 ○日   

第 ８ １２月 ５日 月   

第 ９ １２月 ６日 火   

第１０ １２月 ７日 水 本会議 一般質問 

第１１ １２月 ８日 木 本会議 一般質問 

第１２ １２月 ９日 金 本会議 一般質問 

第１３ １２月１０日 ○土   

第１４ １２月１１日 ○日   

第１５ １２月１２日 月   

第１６ １２月１３日 火  休 会 

第１７ １２月１４日 水              １０時 経済常任委員会 

第１８ １２月１５日 木              １０時 教育民生常任委員会 

第１９ １２月１６日 金              １０時 建設常任委員会 

第２０ １２月１７日 ○土   

第２１ １２月１８日 ○日   

第２２ １２月１９日 月              １０時 総務常任委員会 

第２３ １２月２０日 火   

第２４ １２月２１日 水   

第２５ １２月２２日 木   

第２６ １２月２３日 金 本会議 委員長報告 質疑 討論 採決 閉会 

  



令和４年第６回岩国市議会定例会議事日程（第１号） 

令和４年１１月２８日（月曜日）午前１０時開議 

日 程 件                  名 備 考 

第 １ 会議録署名議員の指名  

第 ２ 会期の決定  

第 ３ 

監査報告第１４号 例月出納検査の結果に関する報告について  

監査報告第１５号 例月出納検査の結果に関する報告について  

監査報告第１６号 例月出納検査の結果に関する報告について  

第 ４ 

議案第１２３号 令和４年度岩国市一般会計補正予算（第６号）  

議案第１２４号 令和４年度岩国市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）  

議案第１２５号 令和４年度岩国市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）  

議案第１２６号 令和４年度岩国市介護保険特別会計補正予算（第２号）  

議案第１２７号 令和４年度岩国市周東食肉センター事業特別会計補正予算（第１

号） 

 

議案第１２８号 令和４年度岩国市市場事業特別会計補正予算（第２号）  

第 ５ 
議案第１２９号 令和４年度岩国市水道事業会計補正予算（第１号） 

 
議案第１３０号 令和４年度岩国市工業用水道事業会計補正予算（第１号） 

第 ６ 議案第１３１号 令和４年度岩国市下水道事業会計補正予算（第１号）  

第 ７ 議案第１３２号 岩国市個人情報の保護に関する法律施行条例  

第 ８ 議案第１３３号 岩国市職員の高齢者部分休業に関する条例  

第 ９ 議案第１３４号 岩国市行政組織条例  

第１０ 議案第１３５号 岩国市情報公開条例の一部を改正する条例  

第１１ 議案第１３６号 岩国市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例  

第１２ 
議案第１３７号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例 

 

第１３ 
議案第１３８号 岩国市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

 

第１４ 
議案第１３９号 岩国市一般職の職員の給与に関する条例及び岩国市一般職の任期

付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１５ 議案第１４０号 岩国市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  

第１６ 議案第１４１号 岩国市運動施設条例の一部を改正する条例  

第１７ 議案第１４２号 岩国市生活支援ハウス条例の一部を改正する条例  

第１８ 
議案第１４３号 岩国市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

第１９ 議案第１４４号 岩国市水道条例の一部を改正する条例  

第２０ 議案第１４５号 岩国市錦高齢者の家条例を廃止する条例  

第２１ 議案第１４６号 南岩国駅前広場等整備工事請負契約の締結について  

第２２ 議案第１４７号 岩国市総合計画基本構想の策定について  

第２３ 議案第１４８号 指定管理者の指定について  



第２４ 議案第１４９号 指定管理者の指定について  

第２５ 議案第１５０号 指定管理者の指定について  

第２６ 議案第１５１号 指定管理者の指定の変更について  

 


